
　　社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい環境の整備を行うため、次のように

　　行動計画を策定する。

１．計画期間 ２０２０年７月１日～２０２２年６月３０日 ２年間

２．内　   容

目 標１：所定外・休日労働の削減のための措置の実施

〈対策〉

２０２０年　７月～２０２１年　６月 現状の所定外・休日労働時間を把握・分析する。

２０２１年　７月～２０２２年　６月 各部門長と情報を共有しつつ、削減活動を推進していく。

目 標２：有給休暇取得促進のための措置の実施

〈対策〉

２０２０年　７月～２０２１年　６月 現状の有給休暇取得状況を把握・分析する。

２０２１年　７月～２０２２年　６月 各部門長と情報を共有しつつ、有給休暇取得促進活動を推進していく。
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